
羽島市制施行 70 周年記念事業における冠等の使用に関する手続きフロー 

届出方法 冠等の使用をすることができる事業 

１.市に事務局がある団体が行う事業 

2.市が参画する実行委員会が行う事業 

4.指定管理者が行う事業 

5.市や教育委員会の 

  後援、共催、協賛の承認を受けた事業 
 

3.官公庁（準ずる団体）が行う事業 

「羽島市制施行７０周年記念 

冠等使用届出書」 

を各事業の所管課へ提出  

後援等を申請する際に、 

「後援等に関する申請書」 

に使用希望内容を記載して、

各事業の所管課へ提出 


